
 

 
制定 平成２５年１１月２７日 原管廃発第 13112713号 原子力規制委員会決定 

 

 

廃棄物管理施設の定期的な評価に関する運用ガイドについて次のように定める。 

 

 

 

平成２５年１１月２７日 

 

 

 

原子力規制委員会 

 

 

 

 

廃棄物管理施設の定期的な評価に関する運用ガイドの制定について 

 

 

原子力規制委員会は、廃棄物管理施設の定期的な評価に関する運用ガイドを別添のとおり

定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２５年１２月１８日から施行する。 
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廃棄物管理施設の定期的な評価に関する運用ガイド 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第

５１条の１６第３項及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事

業に関する規則（昭和６３年総理府令第４７号。以下「廃棄物管理規則」という。）第３３条

の２の規定に基づく定期的な評価の実施に関する考え方について、下記のとおり示す。 

なお、本規程で示す内容は、それに限定されるものではなく、廃棄物管理規則に照らして

適切なものであれば、廃棄物管理規則に適合するものと判断するものである。 

 

 

記 

 

 

Ⅰ．実施時期 

 

廃棄物管理事業者は、初回の廃棄物管理規則第３３条の２第１項各号に掲げる措置につ

いて、事業を開始した日以降１０年を経過する日までに講じること。なお、原子力規制委

員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則（平成２５年原子力規制委

員会規則第４号）の施行の際現に廃棄物管理事業者である者については、当該規則の施行

の日から起算して３年を経過する日までに当該措置を講じること。 

 

 

Ⅱ．評価項目等 

 

１．廃棄物管理規則第３３条の２第１項関係 

（１）廃棄物管理規則第３３条の２第１項第１号に規定する「廃棄物管理施設における

保安活動の実施の状況の評価を行うこと」は、次の８項目等からなる運転経験の包

括的な評価を行うことをいう。 

・品質保証活動 

・運転管理 

・保守管理 

・核燃料物質管理 

・放射線管理及び環境モニタリング 

・放射性廃棄物管理 

・事故・故障等発生時の対応及び緊急時の措置 

・事故・故障等の経験反映状況 

 

（２）廃棄物管理規則第３３条の２第１項第２号に規定する「廃棄物管理施設に対して

実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること」は、次の３項

目等からなる評価を行うことをいう。 

・安全研究成果の反映状況 

・国内外の廃棄物管理施設等の運転経験から得られた教訓の反映状況（原子力規

制委員会が文書で指示した調査・点検事項に関する措置状況を含む。） 

・技術開発成果の反映状況 

 

 

２．廃棄物管理規則第３３条の２第２項関係 

（１）廃棄物管理規則第３３条の２第２項第１号に規定する「経年変化に関する技術的
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な評価を行うこと」は、廃棄物管理施設について、その構成する機器・構築物（設

備・機器、系統及び建物・構築物をいう。以下同じ。）のうち安全機能を有するも

のについて、工学的に想定される経年変化事象の影響を分析し、その機器・構築物

に施されている現状の保安活動が、その経年変化事象の顕在化による機器・構築物

の機能喪失を未然に防止できるかどうかの評価を行うことをいう。 

 

（２）経年変化に関する技術的な評価等に関する基本的な考え方 

①評価方法等 

高経年化に関する技術的な評価等（以下「高経年化技術評価」という。）に当た

っては、以下の事項を満たすこと。 

ア 高経年化技術評価の実施体制、実施方法及び評価過程等を明確にすること。 

 

イ 廃棄物管理施設を構成する機器・構築物のうち、高経年化対策の対象となる機

器・構築物（以下「評価対象機器・構築物」という。）は、安全機能を有する機

器・構築物（注１）とし、それらを支持する支持構造物及び基礎ボルトを含めるこ

と。（注２）（注３） 

動的機器（部位）を評価対象外とする場合は、事業者の保全活動において、材

料等の経年変化の影響から生じる安全機能の低下の状況を的確に把握し、高経年

化対策の開始時期以降もこれらが適切に行われることを保証すること。 

 

ウ 高経年化技術評価では、最新の知見に基づき、工学的に想定される経年変化事

象の中から、過去の保全経験及び不適合事例等のみならず、構造、材質、使用条

件及び使用環境等を考慮し、発生しているか又は発生する可能性のある経年変化

事象を漏れなく抽出すること。（注４） 

なお、評価対象機器・構築物は、安全機能を維持するために必要な部位に分割

して評価すること。 

 

エ 次回の高経年化技術評価までの１０年間の供用を仮定し、安全機能の低下を引

き起こすと想定される経年変化事象のうち、評価対象機器・構築物について、発

生している又は発生する可能性のあるものの発生又は進展に係る評価を実施し、

高経年化技術評価上着目すべき経年変化事象を抽出すること。（注５）（注６） 

 

オ 上記エで抽出された高経年化技術評価上着目すべき経年変化事象（以下単に

「経年変化事象」という。）を踏まえて、現状保全策の妥当性を評価するととも

に、必要に応じて現状保全に追加すべき保全策（以下「追加保全策」という。）

を策定し、次回の高経年化技術評価までの１０年間の安全機能が維持されること

を評価すること。（注７） 

 

カ 耐震安全上考慮する必要がある経年変化事象については、評価対象機器・構築

物の強度及び剛性の変化を考慮し、アからオまでと同様の手順で地震力に対する

評価を実施し、その時点での健全性を評価するとともに、耐震性の観点から追加

保全策があるかを検討し、補修及び取替え等の計画に反映させること。 

 

キ 耐津波安全上考慮する必要がある経年変化事象については、評価対象機器・構

築物の強度及び剛性の変化を考慮し、アからオまでと同様の手順で津波に対する

評価を実施し、その時点での健全性を評価するとともに、耐津波の観点から追加

保全策があるかを検討し、補修及び取替え等の計画に反映させること。 

 

ク 高経年化技術評価の結果、抽出された追加保全策に関し、その実施体制、実施
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内容及び実施スケジュール等を明確にした上で、１０年間の計画として取りまと

め、長期保全計画を策定すること。 

 

ケ 保全活動を充実するものとして技術的に評価した各機器・構築物の対処方法に

ついては、経年変化事象の進展や兆候を把握し、計画的に適宜見直し、評価を行

いつつ継続的に進めていく等の措置を講じること。 

 

コ 高経年化技術評価の基本的な流れを別図に示す。なお、実施する高経年化技術

評価の流れがこれと異なる場合には、その手法の妥当性が示せること。 

 

②評価書作成 

上記に基づき実施した評価結果を記載する評価書の作成に当たっては、以下の事項

に留意して取りまとめること。 

ア 施設の概要 

安全を確保する上で必要な機器・構築物の概要を、設計における考え方、運転

管理状況、これまでに発生した主な経年変化事象及び実施した主な補修・取替え

実績等の視点から概説すること。 

 

イ 高経年化技術評価の方法 

高経年化技術評価の体制及び評価の具体的な方法等を示すこと。（注８） 

 

ウ 高経年化技術評価の結果 

経年変化事象について、評価の結果を示すとともに、現状保全の妥当性及び追

加保全策に関する検討結果を示すこと。 

 

エ 長期保全計画の策定 

新たな知見を随時反映し、水平展開しながら高経年化技術評価及び保全活動を

進めていくための実施体制を品質保証体制にどのように組み込み、計画、実施、

評価及び改善を継続的に行っていくようにしているかを示すこと。 
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別図 高経年化技術評価の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一つの機器を選定 

②評価対象機器・構築物（以下この図において「機器」という。）を抽出 

①高経年化対策実施体制等の確立 

技術評価対象外 ③消耗品及び定期取替品を抽出 

Yes 

No 

④機器を機能維持に必要な観点を考慮して部

位に分割 

Yes Yes 

No 

技術評価対象外  
⑤動的機能を有する 

機器（部位） 

 保守管理が適切か 

⑥部位ごとに使用材料、環境（ここでは広く圧力、温度、流体条件、運

転条件及び構造等を指す）を同定 

No 

⑦１つの部位を選定し、その部位に発生するか又は発生する可能性のある

経年変化事象をすべて抽出 

⑧一つの経年変化事象に対する評

価点の抽出 

⑨評価点における経年変化事象の

発生・進展を評価 

現状保全の継続 ⑩着目すべき経年変化事象か 

現状保全の継続 ⑫現状保全は適切か 

⑪次回の高経年化技術評価までの１０年間の経年変化に対し

て安全機能が維持されるかを評価 

⑬追加保全策の策定 

（長期保全計画） 

⑭全ての事象を評価したか 

⑮全ての部位を評価したか 

⑯全ての機器を評価したか 

終了 

⑲次回の高経年化技術評価までの１０年間

の経年変化に対する耐震・耐津波に係る安

全性を評価 

㉑追加保全策の策定 

（長期保全計画） 

耐震・耐津波に係る安全性の評価 耐震・耐津波に係る安全性以外の安全機能の評価 

現状保全の継続 ⑳現状保全は適切か 

No 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

評価不要 ⑱着目すべき経年変化 

事象か 

No 

No 

評価不要 ⑰進展が考えられない、又は極め

て小さい経年変化事象か 

No 
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（注１）安全機能を有する機器・構築物とは、廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則（平成  年原子力規制委員会規則第  号）第１１条に定める安全機

能を有する施設であって、安全上重要な施設及び安全上重要な施設以外の施設のうち

機器・構築物の重要度に応じて選定した機器・構築物とする。 

 

（注２）定期取替品、消耗品等の取扱い 

廃棄物管理施設を構成する機器・構築物のうち、定期取替品及び消耗品については、

あらかじめ定められた計画に基づいて適正な運用（定期的な機器の点検整備又は更新）

がなされている限り、高経年化対策の検討の対象から除外できる。したがって、高経

年化技術評価に当たっては、定期取替品及び消耗品の対象品目を明確にすることによ

り、評価対象から除外できるものとする。 

なお、製造メーカー等の都合により交換部品の調達が不可能になった場合に当該機

器・構築物を継続的に使用する場合は、定期取替品及び消耗品等として取り扱わず、

評価対象とする。 

 

（注３）基礎ボルトの扱い 

基礎ボルトは、各機器共通に使用されるものであるため、評価の一元化の観点から、

基礎ボルト形式ごとにまとめて一括評価する。このため、評価対象となる機器に使用

されている全基礎ボルトを抽出して使用環境も考慮に入れつつ型式別に分類し、高経

年化技術評価を実施するものとする。 

 

（注４）経年変化事象を抽出するに当たって着目すべき事項 

過去の保全経験及び不適合事例等のみならず、構造、材質、使用条件及び使用環境

等を考慮し、発生しているか又は発生する可能性のある経年変化事象を漏れなく抽出

する際に着目すべき事項としては、例えば以下のものが挙げられる。 

・設備・機器の性能低下とその進行状況 

・部品交換頻度の増加 

・駆動エネルギー及び潤滑油等の消費量の変化 

・保全の内容と補修頻度 

・耐用年数に対する使用年数 

・駆動部の駆動状況及び駆動音等の変化 

・電気的特性の変化（絶縁抵抗の変化等） 

・設定範囲と作動範囲の変化 

・シール及びガスケット等の劣化及び変質 

・ケーシング及び塔槽類等の腐食等 

 

（注５）高経年化技術評価上着目すべき経年変化事象の分類 

高経年化技術評価上着目すべき経年変化事象とは、経年に伴い機器・構築物の安全

機能を低下させる事象のうち、機器・構築物の長期間の供用に伴い、その性能低下が、 

① 急速に進展する 

② 発現頻度が高まる（これまでの性能低下の発現が面的及び量的に高まる状態） 

③ 新たに顕在化する 

など、性能低下の予測からの乖離の発生が否定できないものをいう。 

 

（注６）高経年化技術評価上着目すべき経年変化事象の抽出 

抽出した機器・構造物において、発生している又は発生する可能性のある事象の中

から、下記のいずれかに該当する事象を除外し、「高経年化技術評価上着目すべき経

年変化事象」を抽出すること。 

① 想定した変化傾向と実際の変化傾向の乖離が考えがたい事象であって、想定し
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た変化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの。 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等によ

り、今後も進展が考えられない又は進展傾向が極めて小さいと考えられる事象。 

上記に基づき「高経年化技術評価上着目すべき経年変化事象」から除外する場合に

は、最新の技術的知見、これまでの運転データ、保全実績及び材料データ等に基づく

評価等を基にその除外理由を明確にすること。今後その安全機能を確保するために継

続実施する保全策を明確にすること。また、性能低下が予測から乖離する可能性は保

守的に評価すること。 

工学的に想定される経年変化事象を分析し、作業環境又は周辺環境に著しい放射能

汚染を及ぼすおそれのない事象であるとして、高経年化技術評価を実施しない事象に

ついては、その根拠を明確にすること。 

 

（注７）現状保全の評価に際しての留意事項 

現状保全の妥当性の評価に際しては、交換部品等の調達可能性を考慮すること。 

 

（注８）実施体制及び具体的な評価方法 

(1) 実施体制 

以下の内容について記載されていること。 

・品質保証体制 

・品質保証体制の下での高経年化技術評価の実施体制の位置付け 

・高経年化技術評価の実施に係る担当者の選定及びその技術的能力 

・高経年化技術評価の実施に係る関連文書（関連文書リストも併せて添付） 

・実施手順・実施工程（実施の PDCA） 

・高経年化技術評価の実施に係る協力会社の管理 

・その他実施体制に係ること 

(2) 具体的な評価方法 

以下の内容について記載されていること。 

・保全の概要、保全担当者の技術的能力、保全記録の管理及び保全情報の活用等 

・最新の運転経験及び知見の収集・周知・反映 

・第 3者によるレビュー実施の有無及び実施方法 

・評価のフロー 

・根拠となる技術的知見の出典 

・判断根拠及びその出典 

 

 

 


